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水第１号議案 

   水道管漏水事故についての損害賠償額の決定 

 水道管漏水事故について、次のように損害賠償の額を定める。 

平成24年６月８日提出 

横浜市長 林   文 子 

１ 損害賠償の額 31,600,000円 

２ 被 害 者 東京都港区海岸１丁目５番20号 

          東京瓦斯株式会社 

３ 事故の概要  平成19年５月18日金沢区富岡西三丁目におい

て水道管が老朽化したことにより漏水し、この

ため被害者の施設の一部を破損し、一時、付近

一帯のガス供給を不能にした。 

 

提 案 理 由 

 水道管漏水事故による被害者東京瓦斯株式会社に対する損害賠償

の額を決定したいので提案する。 
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参  考  

   事 件 の 概 要 

１  発 生 日 時 

  平 成 19 年 ５ 月 18 日 午 前 ７ 時 31 分 頃 

２  発 生 場 所 

  金 沢 区 富 岡 西 三 丁 目 1,174 番 の 35 地 先 

３  事 故 の 状 況 

  金 沢 区 富 岡 西 三 丁 目 1,174 番 の 35 地 先 の 道 路 下 に 敷 設 さ れ て い る

内 径 20 ミ リ メ ー ト ル の 水 道 管 （ 昭 和 43 年 敷 設 ） が 老 朽 化 し た こ と

に よ り 漏 水 し 、 こ の た め 被 害 者 の 内 径 50 ミ リ メ ー ト ル の ガ ス 管 を

破 損 し 、 一 時 、 付 近 一 帯 （ 326 世 帯 ） の ガ ス の 供 給 を 不 能 に し た

。 

４  事 故 の 原 因 

本 件 水 道 管 が 老 朽 化 し た こ と に よ る 。 

 

   地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 96 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 件 を 議 決 し な け

れ ば な ら な い 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 12 号 ま で 省 略 ） 

(13)  法 律 上 そ の 義 務 に 属 す る 損 害 賠 償 の 額 を 定 め る こ と 。 

（ 第 14 号 、 第 15 号 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

 

地 方 公 営 企 業 法 （ 抜 粋 ）  

（ 地 方 自 治 法 の 適 用 除 外 ） 

第 40 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 
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２  地 方 公 営 企 業 の 業 務 に 関 す る 負 担 附 き の 寄 附 又 は 贈 与 の 受 領 、 

地 方 公 共 団 体 が そ の 当 事 者 で あ る 審 査 請 求 そ の 他 の 不 服 申 立 て 、 

訴 え の 提 起 、 和 解 、 あ っ せ ん 、 調 停 及 び 仲 裁 並 び に 法 律 上 地 方 公 

共 団 体 の 義 務 に 属 す る 損 害 賠 償 の 額 の 決 定 に つ い て は 、 条 例 で 定 

め る も の を 除 き 、 地 方 自 治 法 第 96 条 第 １ 項 第 ９ 号 、 第 12 号 及 び 第 

13 号 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 

 

横 浜 市 水 道 事 業 及 び 工 業 用 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 

例 （ 抜 粋 ）  

（ 議 会 の 議 決 を 要 す る 負 担 付 き の 寄 付 の 受 領 等 ） 

第 ７ 条  水 道 事 業 ま た は 工 業 用 水 道 事 業 の 業 務 に 関 し 法 第 40 条 第 ２ 

項 の 規 定 に 基 づ き 条 例 で 定 め る も の は 、 次 の と お り と す る 。 

（ 第 １ 号 省 略 ） 

(2)  次 の 区 分 に よ る 金 額 を こ え る 法 律 上 本 市 の 義 務 に 属 す る 損 害

賠 償 の 額 の 決 定 

（ ア 省 略 ） 

イ  交 通 事 故 以 外 に よ る も の  3,000,000 円  

（ 第 ３ 号 省 略 ） 

 

 


